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(57)【要約】
【課題】押ボタン用開口部と押ボタンスイッチとの間か
ら侵入した水がケース体の内面と防水カバーとの間に溜
まることのない情報記憶媒体用リーダライタを提供する
。
【解決手段】ケース体１の前面側の内面と防水カバー３
との間に、ケース体１の押ボタン用開口部１ｂと押ボタ
ン２との間から侵入した水をケース体１の外部に排出す
る排水通路３ａを設けたので、押ボタン用開口部１ｂと
押ボタン２との間から侵入した水がケース体１の前面パ
ネル１ａと防水カバー３との間に溜まることがなく、湿
気によるカビの発生や腐食の防止に極めて効果的である
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に通信用機器を配置したケース体と、ケース体の前面に設けられた押ボタンと、ケ
ース体の前面側の内面を覆う防水カバーとを備え、電子マネー情報が記憶された情報記憶
媒体との間で非接触で通信を行う情報記憶媒体用リーダライタにおいて、
　前記ケース体の前面側の内面と防水カバーとの間に、ケース体の前面に設けた押ボタン
用開口部と押ボタンとの間から侵入した水をケース体の外部に排出する排水通路を設けた
　ことを特徴とする情報記憶媒体用リーダライタ。
【請求項２】
　前記排水通路をケース体内の底面に水が流れ落ちるように形成し、
　ケース体内の底面には排水通路の水をケース体の外部に排出する排水孔を設けた
　ことを特徴とする請求項１記載の情報記憶媒体用リーダライタ。
【請求項３】
　前記ケース体内の底面に、所定部分への排水通路の水の侵入を阻止する仕切部を設けた
　ことを特徴とする請求項２記載の情報記憶媒体用リーダライタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば電子マネー情報が記憶されたＩＣカードにより決済処理を行うための
情報記憶媒体用リーダライタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の情報記憶媒体用リーダライタとしては、自動販売機の外扉に取付けられ
、電子マネー情報が記憶されたＩＣカードにより、購入商品の決済処理を行うようにした
ものが知られている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　このリーダライタは、内部にアンテナ、回路基板等の通信機器を配置したケース体と、
ケース体の前面に設けられた押ボタンとを備え、押ボタンによって電子マネーサービスを
選択し、ケース体の前面を介してＩＣカードの情報を読み書きするようになっている。
【０００４】
　また、前記リーダライタは、屋外に設置される自動販売機に取付けられる場合があるこ
とから、ケース体の前面に設けた押ボタン用開口部と押ボタンスイッチとの間から侵入す
る雨水から内部の通信機器を保護するため、ケース体の前面側の内面を防水カバーによっ
て覆うようにしている。
【特許文献１】特開２００８－１２９６１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記リーダライタでは、押ボタン用開口部と押ボタンスイッチとの間か
ら侵入した水がケース体の内面と防水カバーとの間に溜まり、カビの発生や腐食の原因に
なるという問題点があった。
【０００６】
　本発明は前記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、押ボタン
用開口部と押ボタンスイッチとの間から侵入した水がケース体の内面と防水カバーとの間
に溜まることのない情報記憶媒体用リーダライタを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は前記目的を達成するために、内部に通信用機器を配置したケース体と、ケース
体の前面に設けられた押ボタンと、ケース体の前面側の内面を覆う防水カバーとを備え、
電子マネー情報が記憶された情報記憶媒体との間で非接触で通信を行う情報記憶媒体用リ
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ーダライタにおいて、前記ケース体の前面側の内面と防水カバーとの間に、ケース体の前
面に設けた押ボタン用開口部と押ボタンとの間から侵入した水をケース体の外部に排出す
る排水通路を設けている。
【０００８】
　これにより、ケース体の押ボタン用開口部と押ボタンとの間に侵入すると、侵入した水
がケース体の前面側の内面と防水カバーとの間の排水通路から外部に排出されることから
、押ボタン用開口部と押ボタンとの間から侵入した水がケース体の内面と防水カバーとの
間に溜まることがない。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ケース体の押ボタン用開口部と押ボタンとの間から侵入した水がケー
ス体の内面と防水カバーとの間に溜まることがないので、湿気によるカビの発生や腐食の
防止に極めて効果的である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１乃至図４は本発明の一実施形態を示すもので、図１は情報記憶媒体用リーダライタ
の斜視図、図２はその一部破断斜視図、図３はその側面断面図、図４はその部分正面断面
図である。
【００１１】
　このリーダライタは、例えば電子マネー残高等の電子マネー情報が記憶された情報記憶
媒体としてのＩＣカードに対して非接触で電子マネー情報の読み書きを行う装置であり、
自動販売機の前面に取付けられるものである。
【００１２】
　本実施形態のリーダライタは、中空状のケース体１と、ケース体１の前面に設けられた
左右一対の押ボタン２と、ケース体１の内面を覆う防水カバー３とを備え、ケース体１に
は、回路基板４、アンテナ５、表示器６及びスピーカ７が設けられている。
【００１３】
　ケース体１は背面を開口した箱状の部材からなり、その前面は上方に向かってやや傾斜
するように形成されている。ケース体１の前面は薄板状の前面パネル１ａによって覆われ
ており、ケース体１の前面の上下方向略中央には左右一対の押ボタン用開口部１ｂが設け
られている。ケース体１の前面には表示部１ｃ及び読取面１ｄが設けられ、表示部１ｃは
押ボタン２の上方に配置され、読取面１ｄは押ボタン２の下方に配置されている。ケース
体１の背面開口部は背面板１ｅによって覆われており、背面板１ｅは図示しない自動販売
機の前面に固定されるようになっている。ケース体１内の底面には前後方向に延びる仕切
部としての一対の仕切壁１ｆが互いに幅方向に間隔をおいて設けられ、各仕切壁１ｆ間に
はスピーカ７が配置されるようになっている。また、ケース体１内の底面には、各仕切壁
１ｆ間に位置するスピーカ用の小孔１ｇと、各仕切壁１ｆとケース体１の両側面との間に
位置する排水孔１ｈがそれぞれ設けられている。
【００１４】
　各押ボタン２は、ケース体１の押ボタン用開口部１ｂに前後方向に移動自在に配置され
、押ボタン２を押圧すると、回路基板４に設けられたスイッチ２ａが防水カバー３を介し
て押圧されるようになっている。
【００１５】
　防水カバー３はウレタンやゴム等のシール性を有する軟質な部材からなり、ケース体１
の内面の前面側、上面側、底面側及び両側面側を覆うように形成されている。防水カバー
３の前面側は読取面１ｄに対応する部分がその周囲よりもやや前方に突出するように形成
され、その幅方向両側はケース体１の前面パネル１ａの内面との間に排水通路３ａをなす
隙間を形成している。排水通路３ａは防水カバー３の幅方向両側の下端まで形成され、押
ボタン２と押ボタン用開口部１ｂとの間から侵入した水をケース体１内の底面に流通する
ようになっている。この場合、排水通路３ａの水は各仕切壁１ｆ間の外側（各仕切壁１ｆ
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とケース体１の内側面との間）に流れ落ちるようになっている。
【００１６】
　回路基板４はケース体１内の防水カバー３で囲まれた部分に配置され、一方の面がケー
ス体１内の前面側に臨むように固定されている。
【００１７】
　アンテナ５は回路基板４に接続された状態でケース体１の読取面１ｄ及び防水カバー３
の内側に配置され、読取面１ｄを介してＩＣカードとの間でデータの送受信を行うように
なっている。
【００１８】
　表示器６は回路基板４に一方の面に実装され、ＩＣカードに記憶された電子マネー残高
や操作案内等の文字情報をケース体１の表示部１ｃに表示するようになっている。
【００１９】
　スピーカ７は回路基板４に接続された状態でケース体１の底面側に配置され、操作案内
等の音声情報やアラーム音をケース体１の小孔１ｇから出力するようになっている。この
場合、スピーカ７は防水カバー３の外部に設けられ、ケース体１の各仕切壁１ｆ間に配置
されている。
【００２０】
　以上のように構成されたリーダライタにおいては、利用者が各押ボタン２によって電子
マネーサービスを選択し、ＩＣカードをケース体１の読取面１ｄにかざすと、アンテナ４
を介してＩＣカードに非接触で電子マネー情報の読み書きが行われ、自動販売機の購入商
品の決済処理が行われる。その際、ＩＣカードから読み出された電子マネー残高等の電子
マネー情報は、ケース体１の表示部１ｃに表示される。
【００２１】
　また、屋外に設置された自動販売機にリーダライタが取付けられている場合など、ケー
ス体１にかかった雨水がケース体１の押ボタン用開口部１ｂと押ボタン２との間に侵入す
ると、図中実線矢印で示すように侵入した水がケース体１の前面パネル１ａと防水カバー
３との間の排水通路３ａを通ってケース体１内の底面に流れ落ち、排水孔１ｈからケース
体１の外部に排出される。この場合、排水通路３ａの水は各仕切壁１ｆ間の外側に流れ落
ちるとともに、各仕切壁１ｆによってスピーカ７の配置部分への水の侵入が阻止される。
【００２２】
　このように、本実施形態のリーダライタによれば、ケース体１の前面側の内面と防水カ
バー３との間に、ケース体１の押ボタン用開口部１ｂと押ボタン２との間から侵入した水
をケース体１の外部に排出する排水通路３ａを設けたので、押ボタン用開口部１ｂと押ボ
タン２との間から侵入した水がケース体１の前面パネル１ａと防水カバー３との間に溜ま
ることがなく、湿気によるカビの発生や腐食の防止に極めて効果的である。
【００２３】
　この場合、排水通路３ａをケース体１内の底面に水が流れ落ちるように形成し、ケース
体１内の底面には排水通路３ａの水をケース体１の外部に排出する排水孔１ｈを設けたの
で、排水通路３ａの水をケース体１の底面を介して速やかに排出することができ、ケース
体１内の水の滞留を確実に防止することができる。
【００２４】
　また、ケース体１内の底面に、スピーカ７の配置部分への排水通路３ａの水の侵入を阻
止する仕切壁１ｆを設けたので、ケース体１内の底面にスピーカ７を配置した場合でも、
スピーカ７に水が付着することがなく、スピーカ７を排水通路３ａの水から保護すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態を示す情報記憶媒体用リーダライタの斜視図
【図２】リーダライタの一部破断斜視図
【図３】リーダライタの側面断面図
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【図４】リーダライタの部分正面断面図
【符号の説明】
【００２６】
　１…ケース体、１ｂ…押ボタン用開口部、１ｆ…仕切壁、１ｈ…排水孔、２…押ボタン
、３…防水カバー、３ａ…排水通路、４…回路基板、５…アンテナ、６…表示器、７…ス
ピーカ。

【図１】 【図２】



(6) JP 2010-92262 A 2010.4.22

【図３】 【図４】
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